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抗告人代理人弁護士 胡 田

同弁護士 河 合

抗告人らは, 「相手方による基準地震動策定過程で想定されたプレート間地震の

想定地震動( 1 8 1ガル)が東北地方太平洋沖地震を含む地震観測記録と整合性が

あるものといえるか否か」また、 「当該相手方の想定地震動1 8 1ガルに係る見解

が支持できるか否か」に関する専門家の意見書の作成を依頼しており、令和4年1

2月末日目途の提出を予定している。

また、抗告人ら上申書(今後の主張立証予定について2) (令和4年6月3 0日

付) ,において述べたとお,り、債務者による反論及び抗告人らの準備書面9 (令和4

年1 1月3 0日付)における求釈明に対する相手方の回答が提出された段階で、抗

告人らにおいて令和4年4月1 4日付争点一覧表にそれらの主張反論を補充して、

遺漏なく明確かつ正しい判断を求める事項を明確にする予定であるので、併せて上

申する。

以上
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